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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の概要

公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める日
ただし，外国人技能実習機構の設立規定については，公布の日（平成28年11月28日）

※ 法務省及び厚生労働省で共管法律の概要

施行日

優良な実習実施者・監理団体に限定して，第３号技能実習
生の受入れ（４～５年目の技能実習の実施）を可能とする。
【第２条，第９条，第２３条及び第２５条関係】

(1) 技能実習の基本理念及び関係者の責務規定を定めるとともに，
技能実習に関し基本方針を策定する。【第３条から第７条まで関係】

(2) 技能実習生ごとに作成する技能実習計画について認定制とし，
技能実習生の技能等の修得に係る評価を行うことなどの認定
の基準や認定の欠格事由のほか，報告徴収，改善命令，認定
の取消し等を規定する。【第８条から第１６条まで関係】

(3) 実習実施者について，届出制とする。【第１７条及び第１８条関係】

(4) 監理団体について，許可制とし，許可の基準や許可の欠格事
由のほか，遵守事項，報告徴収，改善命令，許可の取消し等を
規定する。【第２３条から第４５条まで関係】

(5) 技能実習生に対する人権侵害行為等について，禁止規定を設
け違反に対する所要の罰則を規定するとともに，技能実習生に
対する相談や情報提供，技能実習生の転籍の連絡調整等を行
うことにより，技能実習生の保護等に関する措置を講ずる。
【第４６条から第５１条まで関係】

(6) 事業所管大臣等に対する協力要請等を規定するとともに，
地域ごとに関係行政機関等による地域協議会を設置する。
【第５３条から第５６条まで関係】

(7) 外国人技能実習機構を認可法人として新設し，【第３章関係】

・(2)の技能実習計画の認定 【第１２条関係】

・(2)の実習実施者・監理団体に報告を求め，実地に検査
【第１４条関係】

・(3)の実習実施者の届出の受理 【第１８条関係】

・(4)の監理団体の許可に関する調査【第２４条関係】

等を行わせるほか，技能実習生に対する相談・援助等を行う。
【第８７条関係】

２．技能実習制度の拡充

技能実習の在留資格を規定する出入国管理及び難民認
定法の改正を行うほか，所要の改正を行う。

３．その他

１．技能実習制度の適正化

3

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るため，技能実習に関し，基本理念を定め，
国等の責務を明らかにするとともに，技能実習計画の認定及び監理団体の許可の制度を設け，これらに
関する事務を行う外国人技能実習機構を設ける等の所要の措置を講ずる。
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技能実習の流れ技能実習制度の受入れ機関別のタイプ

受
入
企
業

労働者

送出し国 日本

海外支店等 ④申請

⑤入国
許可

地
方
出
入
国

在
留
管
理
局⑥入国

【企業単独型】日本の企業等が海外の現地法人，
合弁企業や取引先企業の職員を
受け入れて技能実習を実施

①雇用契約

１
年
目

○帰国

○入国 在留資格：「技能実習１号イ，ロ」

講習（座学）
実習実施者（企業単独型のみ）又は監理団体で
原則２か月間実施 （雇用関係なし）

実習

実習実施者で実施（雇用関係あり）
β団体監理型：監理団体による訪問指導・監査

○在留資格の変更又は取得
在留資格：「技能実習２号イ，ロ」

①対象職種：送出国のニーズがあり，公的な技能評価制度が
整備されている職種

②対象者 ：所定の技能評価試験（技能検定基礎級相当）の
学科試験及び実技試験に合格した者

基礎級
（実技試験及び
学科試験の受検

が必須）

【団体監理型】
非営利の監理団体（事業協同組合，商
工会等）が技能実習生を受入れ，傘下
の企業等で技能実習を実施

送出し
機関 監理

団体

労働者

日本

地
方
出
入
国

在
留
管
理
局

③
応
募
・

選
考
・決
定

⑧申請

（実習実施者）

②
技
能
実
習

生
受
入
申
し

込
み

①契約

⑨入国
許可

⑪
技
能
実
習
開
始

⑫
指
導
・支
援

送出し国

④雇用契約
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受入
企業

受入
企業

技
能
実
習
1
号

実
習

技
能
実
習
2
号

実
習

技
能
実
習
3
号

実
習

講
習

2
年
目

3
年
目

3級
（実技試験の
受検が必須）

2級
（実技試験の
受検が必須）

4
年
目

5
年
目

○在留資格の変更又は取得
在留資格：「技能実習３号イ，ロ」

①対象職種：技能実習2号移行対象職種と同一（技能実習3
号が整備されていない職種を除く。）

②対象者 ：所定の技能評価試験（技能検定3級相当）の実
技試験に合格した者

③監理団体及び実習実施者：一定の明確な条件を充たし，優
良であることが認められるもの

β

在
留
期
間
の
更
新

β

在
留
期
間
の
更
新

β新制度の内容は赤字

○一旦帰国（１か月以上）

機 構

②実習計画
申請

③実習計画
認定

機 構

⑥申請（団体・
実習計画）

⑦団体許可・実
習計画認定

β機構による調査を経て，主務大臣が団体を許可

（⑤実習計画作成，申請）
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技能実習制度の現状

１ 平成３０年末の技能実習生の数は，３２８，３６０人 ３ 全体で８０職種あり，「技能実習２号」への移行者が多い職種は，
①食品製造関係 ②機械・金属関係 ③建設関係

２ 受入人数の多い国は，①ベトナム ②中国 ③フィリピン

※ 平成21年以前は「特定活動（技能実習）」への移行者数
※ その他の職種については省略

平成29年末 「技能実習」に係る受入形態別総在留者数 平成29年度 技能実習実施機関従業員規模別構成比
（団体監理型）

団体監理型, 
264,838人, 

96.6%

企業単独型, 
9,395人, 

3.4%

10人未満, 
50.0%

10～19人, 
15.0%20～49人, 

14.1%

50～99人, 
9.5%

100～299人, 
7.5%

300人以上, 
4.0%

ベトナム, 50.1%

中国, 23.7%

フィリピン, 9.2%

インドネシア, 
8.2%

タイ, 2.9% その他, 5.8%

平成30年末 在留資格「技能実習」総在留外国人国籍別構成比（％）

（JITCOデータ）（法務省データ）

（法務省データ）

（法務省データ）

（人
数
）

４ 団体監理型の受入れが９６．６％
実習実施機関の半数以上が，従業員数１９人以下の零細企業

89,033 

104,990 

109,793 

150,088 

143,308 

151,477 

155,206 

167,626 

192,655 

228,588 

274,233 

328,360 

88,086 

86,826 

65,209 
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3,388 

53,999 
62,520 62,207 
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β 平成２２年７月に制度改正
が行われ，在留資格「研修」が
「技能実習１号」に，在留資格
「特定活動（技能実習）」が「技能
実習２号」となった。

研修生・技能実習生の在留状況及び「技能実習２号」への移行状況

研修生

技能実習生

技能実習2号への移行
者数

（法務省データ）

職種別「技能実習２号」への移行者数

14,200 

15,417 

14,114 

12,750 

10,045 10,290 

10,248 

9,415 

9,337 
9,551 

9,857 

14,224 

16,454 
15,919 

9,195 

10,402 

11,339 

10,004 

9,711 

12,720 

14,783 15,629 

5,907 

7,043 
7,460 

7,418 
5,970 

6,201 
6,928 6,827 7,988 

10,743 

16,945 

4,518 
5,348 

5,156 

3,990 
2,954 

3,840 

4,477 
5,479 

8,839 

13,116 14,339 

3,288 

4,600 

5,273 

5,891 
5,022 

6,141 
6,741 6,805 

7,785 

8,787 

10,381 

302 341 372 362 417 517 581 796 743 914 1,002 
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漁業関係職種
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機械・金属関係職種

繊維・衣服関係職種

食品製造関係職種
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技能実習制度 移行対象職種・作業一覧 (平成31年３月14日時点 80職種144作業)
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２．主務省令等について
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監理団体の許可 技能実習計画の認定等

○許可基準に適合すること

○欠格事由に該当しないこと
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実習実施者

＋監理団体

実習実施者

○認定基準に適合すること

○欠格事由に該当しないこと
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次ページに続く 10※下線部分が旧制度からの変更点



11

︣ ṕ ể ể ḭ Ễ ḱ ễ Ễ טּ כֿ Ṗ

וֹףּ ṕ Ễ ể ḭ ễ Ễ Ṗ צּ אל ךּ כֿ

ṕ ḭ כֿלּ Ṗ

ḱ ḭ ṕẑṖ

ה ↔≤⌐ ╩ ⇔≡™╢↓≤⁹

₈ ₉ ─ ⌐ ∆╢ ⌐ ∆╢ ╩ ∆╢↓≤⅜≢⅝╢ ⌐№╡⁸

⅛≈⁸ ⌐ ⌐ ∆╢ ╩ ⇔√ ─ ⌐≈™≡│⁸ ≤⇔≡⁸ ╕≢ ⌂⇔ ⁹

₈ ₉ ┼─ ╩ ↕∑╢ ⌐≈™≡ ─ ╩ ∆╢ ─

₈ ₉ ─ ╩ ─

ה ⅜ ⌐ ╛ ה ↕╣√ ─ ╩ ∫≡™⌂™↓≤⁹

ה ─ ⌐ ⌂ ⁸ ∕─ ─ ╩ ⅎ≡™╢↓≤⁹

וֹ ךּ וֹ כֿ Ṯ ṯ

ḭ ︣ ṕẑṖ
ה ─ ⅜ ≤ ≢№╢↓≤ ↓╣╩ ∆╢ ╩ ↕∑⁸ ⌐ ╩ ╘╢⁹ ⁹

ה ⌂ ─ ⁸ ⌐ ∆╢√╘─ ⅜ ╠╣≡™╢↓≤⁹

ה ⁸ ─™⅛╪╩ ╦∏ ⅜ ⌐ ∆╢ ⌐≈™≡⁸ ≤─ ≢ ⌂ ≢ ⅜⌂↕╣≡™╢↓≤

─ ה ╩ ⌐ ⁹ ⅜ ⇔√↓≤╛ ⅜ ≢№╢↓≤╩ ∆ ╩ ⁹

Ṯ ễ ṯṕ ể Ṗ

נּ כֿךּ ṕẑṖ Ṯ ︡ṯ ṕ Ễ Ṗ

ṕẑṖ

11※下線部分が旧制度からの変更点
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※下線部分が旧制度からの変更点
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いずれも得点が満点の６割以上であれば、優良な実習実施者・監理団体の基準に適合することとなる。
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項目 配点

①技能等の
修得等に係
る実績

【最大７０点】

з 過去３年間の基礎級程度の技能検定等の学科試験及び
実技試験の合格率（旧制度の基礎２級程度の合格率を含
む。）

・95％以上：20点
・80％以上95％未満：
10点
・75％以上80％未満：
0点
・75％未満：－20点

и 過去３年間の２・３級程度の技能検定等の実技試験の合
格率

＜計算方法＞
分母：新技能実習生の2号・3号修了者数

－うちやむを得ない不受検者数
＋旧技能実習生の受検者数

分子：（3級合格者数＋2級合格者数×1.5）×1.2

＊ 旧技能実習生の受検実績について、施行日以後の受
検実績は必ず算入。施行日前については、施行前の基
準日以前の受検実績は算入しないこととすることも可。

＊ 施行後3年間については、иに代えて、и－２(1)及び
(2)で評価することも可能とする。

・80％以上：40点
・70％以上80％未満：
30点
・60％以上70％未満：
20点
・50％以上60％未満：
0点
・50％未満：－40点

иφ２(1) 直近過去3年間の３級程度の技能検定等の実技試
験の合格実績

・合格者3人以上：35
点
・合格者2人：25点
・合格者1人：15点
・合格者なし：－35点

и－２(2) 直近過去３年間の２級程度の技能検定等の実技試
験の合格実績

・合格者2人以上：5点
・合格者1人：3点

й 直近過去３年間の２・３級程度の技能検定等の学科試験
の合格実績
＊ ２級、３級で分けず、合格人数の合計で評価

・合格者2人以上：5点
・合格者1人：3点

к 技能検定等の実施への協力

＊技能検定委員（技能検定における学科試験及び実技試
験の問題の作成、採点、実施要領の作成や検定試験会
場での指導監督などを職務として行う者）又は技能実習
評価試験において技能検定委員に相当する者を社員等
の中から輩出している場合や、実技試験の実施に必要
とされる機材・設備等の貸与等を行っている場合を想定

・有：5点

②技能実習を
行わせる体制

【最大10点】
＊ 平成３１年４月１日から加点対象

з 直近過去３年以内の技能実習指導員の講習受講歴 ・全員有 ： ５点

и 直近過去３年以内の生活指導員の講習受講歴 ・全員有 ： ５点

③技能実習生
の待遇

【最大10点】

з 第１号技能実習生の賃金（基本給）のうち最低のものと最
低賃金の比較

・115％以上 ：５点
・105％以上115％未満：３点

и 技能実習生の賃金に係る技能実習の各段階ごとの昇給率 ・５％以上 ： ５点
・３％以上５％未満 ： ３点

④ 法 令 違 反 ・
問題の発生状
況

【最大5点】

з 直近過去３年以内に改善命令を受けたことがあること（旧制
度の改善命令相当の行政指導を含む。）

・改善未実施 ： －50点
・改善実施 ： －30点

и 直近過去３年以内における失踪がゼロ又は失踪の割合が
低いこと（旧制度を含む。）

・ゼロ ： ５点
・10%未満又は１人以下：0点
・20%未満又は２人以下：-５点
・20%以上又は３人以上：-10点

й 直近過去３年以内に責めによるべき失踪があること（旧制
度を含む。）

・該当 ： －50点

⑤ 相 談 ・支 援
体制

【最大15点】

з 母国語相談・支援の実施方法・手順を定めたマニュアル等を策定し、関
係職員に周知していること

・有 ： ５点

и 受け入れた技能実習生について、全ての母国語で相談できる相談員を
確保していること（旧制度を含む。）

・有 ： ５点

й 直近過去３年以内に、技能実習の継続が困難となった技能実習生に引
き続き技能実習を行う機会を与えるために当該技能実習生の受入れを
行ったこと（旧制度下における受入れを含む。）

・有 ： 5点

⑥地 域社会 と
の共生

【最大１０点】
з 受け入れた実習生に対し、日本語の学習の支援を行っていること ・有 ： 4点

и 地域社会との交流を行う機会をアレンジしていること ・有 ： 3点

й 日本の文化を学ぶ機会をアレンジしていること ・有 ： 3点

得点が満点（１２０点）の６割以上となる実習実施者は
優良な実習実施者の基準に適合することとなる。
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項目 配点
①団体監理型技能
実習の実施状況の
監査その他の業務
を行う体制

【最大５０点】
＊ 講習受講歴の加点は平成３１年４月１日以降

з 監理団体が行う定期の監査について、その実施方法・
手順を定めたマニュアル等を策定し、監査を担当する職
員に周知していること。

・有 ： 5点

и 監理事業に関与する常勤の役職員と実習監理を行う実
習実施者の比率

・１：５未満： 15点
・１：10未満 ：7点

й 直近過去３年以内の監理責任者以外の監理団体の職
員（監査を担当する者に限る。）の講習受講歴

・60％以上 ： 10点
・50％以上60％未満： ５点

к 実習実施者の技能実習責任者、技能実習指導員、生
活指導員等に対し，毎年，研修の実施，マニュアルの配
布などの支援を行っていること

・有 ： ５点

л 帰国後の技能実習生のフォローアップ調査に協力する
こと。

・有 ： ５点

м 技能実習生のあっせんに関し、監理団体の役職員が送
出国での事前面接をしていること。

・有 ： ５点

н 帰国後の技能実習生に関し、送出機関と連携して、就
職先の把握を行っていること。

・有 ： ５点

②技能等の修得等
に係る実績

【最大40点】

з 過去３年間の基礎級程度の技能検定等の学科試
験及び実技試験の合格率（旧制度の基礎２級程度
の合格率を含む。）

・95％以上：10点
・80％以上95％未満：5点
・75％以上80％未満：0点
・75％未満：－10点

и 過去３年間の２・３級程度の技能検定等の実技試験
の合格率
＊ 計算方法は実習実施者の①иと同じ
＊ 施行後3年間については、иに代えて、и－２(1)

及び(2)で評価することも可能とする。

・80％以上：20点
・70％以上80％未満：15点
・60％以上70％未満：10点
・50％以上60％未満：0点
・50％未満：－20点

и－２(1) 直近過去３年間の３級程度の技能検定等の
実技試験の合格実績

・２以上の実習実施者から合格者
を輩出：15点

・１の実習実施者から合格者を輩
出：10点
・上記以外：－15点

и－２(2) 直近過去３年間の２級程度の技能検定等の
実技試験の合格実績

・2以上の実習実施者から合格者
を輩出：5点
・1の実習実施者から合格者を輩
出：3点

й 直近過去３年間の２・３級程度の技能検定等の学科
試験の合格実績
＊ ２級、３級で分けず、合格人数の合計で評価

・2以上の実習実施者から合格者
を輩出：5点
・1の実習実施者から合格者を輩
出：3点

к 技能検定等の実施への協力

＊ 傘下の実習実施者が、技能検定委員（技能検定
における学科試験及び実技試験の問題の作成、
採点、実施要領の作成や検定試験会場での指導
監督などを職務として行う者）又は技能実習評価
試験において技能検定委員に相当する者を社員
等の中から輩出している場合や、実技試験の実
施に必要とされる機材・設備等の貸与等を行って
いる場合を想定

・1以上の実習実施者から協力
有：5点

③法令違反・
問題の発生
状況

【最大5点】

з 直近過去３年以内に改善命令を受けたことがあ
ること（旧制度の改善命令相当の行政指導を含
む。）

・改善未実施 ： －50点
・改善実施 ： －30点

и 直近過去３年以内における失踪がゼロ又は失踪
の割合が低いこと（旧制度を含む。）

・ゼロ ： ５点
・10%未満又は１人以下：0点
・20%未満又は２人以下：-５点
・20%以上又は３人以上：-10点

й 直近過去３年以内に責めによるべき失踪がある
こと（旧制度を含む。）

・該当 ： －50点

к 直近過去３年以内に傘下の実習実施者に不正行
為があること（監理団体が不正を発見して機構（旧
制度では地方入国管理局）に報告した場合を除
く。）

・計画認定取消し（実習監理する実習実
施者の数に対する認定を取消された実
習実施者（旧制度で認定取消し相当の
行政指導を受けた者を含む。）の数の
割合）
１５％以上 －10点
１０％以上１５％未満 －７点
５％以上１０％未満 －５点
０％を超え５％未満 －３点

・改善命令（実習監理する実習実施者の
数に対する改善命令を受けた実習実
施者（旧制度で改善命令相当の行政指
導を受けた者を含む。）の数の割合）
１５％以上 －５点
１０％以上１５％未満 －４点
５％以上１０％未満 －３点
０％を超え５％未満 －２点

④相談・支援
体制

【最大15点】

з 機構・監理団体が実施する母国語相談・支援の方法・手順を定めた
マニュアル等を策定し、関係職員に周知していること

・有 ： ５点

и 技能実習の継続が困難となった技能実習生（他の監理団体傘下の
実習実施者で技能実習を行っていた者に限る。）に引き続き技能実
習を行う機会を与えるための受入れに協力する旨の機構への登録を
行っていること。

・有 ： ５点

й 直近過去３年以内に、技能実習の継続が困難となった技能実習生
（他の監理団体傘下の実習実施者で技能実習を行っていた者に限
る。）に引き続き技能実習を行う機会を与えるために、当該技能実習
生の受入れを行ったこと（旧制度下における受入れを含む。）

有 ５点

⑤地域社会
との共生

【最大10点】

з 受け入れた実習生に対し、日本語の学習の支援を行っている実習
実施者を支援していること

・有 ： 4点

и 地域社会との交流を行う機会をアレンジしている実習実施者を支援
していること

・有 ： 3点

й 日本の文化を学ぶ機会をアレンジしている実習実施者を支援してい
ること

・有 ： 3点

得点が満点（１２０点）の６割以上となる監理団体は
優良な監理団体の基準に適合することとなる。
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─

(1 ) 2 1 2 2

─ ─ ─ ─

実習実施者の常勤の職員の総数 技能実習生の人数

３０１人以上 常勤職員総数の ２０分の１

２０１人～３００人 １５人

１０１人～２００人 １０人

５１人～１００人 ６人

４１人～５０人 ５人

３１人～４０人 ４人

３０人以下 ３人

ṕ Ṗ

実習実施機関の
常勤の職員の総数

技能実習生の人数

３０１人以上 常勤職員総数の２０分の１

２０１人～３００人 １５人

１０１人～２００人 １０人

５１人～１００人 ６人

５０人以下 ３人

（参考）旧制度の基本人数枠

β 常勤職員数には、技能実習生（１号、２号及び３号）は含まれない。

○ 団体監理型・企業単独型ともに、下記の人数を超えてはならない。
（１号実習生：常勤職員の総数、２号実習生：常勤職員数の総数の２倍、３号実習生：常勤職員数の総数の３倍）

○ 特有の事情のある職種については、事業所管大臣が定める告示で定められた人数とする。

○ やむを得ない事情で他の実習実施者から転籍した実習生を受け入れる場合、上記の人数枠と別に受け入れることを可能とする。

企業
通常の者 優良基準適合者

第１号（1年間） 第２号（2年間） 第１号（1年間） 第２号（2年間） 第３号（2年間）

法務大臣及び厚生労働大臣が継続的で安定的な実
習を行わせる体制を有すると認める企業

基本人数枠
基本人数枠の

２倍
基本人数枠の

２倍
基本人数枠の

４倍
基本人数枠の

６倍

上記以外の企業
常勤職員総数
の２０分の１

常勤職員総数
の１０分の１

常勤職員総数
の１０分の１

常勤職員総数
の５分の１

常勤職員総数
の10分の３

ṕ Ṗ

℗ ҏ Е
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（１）外部監査人は、過去３年以内に指定された講習を受講した者でなければならない。（講習については、経過措置として、平成３２年３月３１日まで適用なし）

（２）外部監査人は、上記の①から⑨までに相当する者及び法人であって監理団体の許可の欠格事由に該当する者、個人であって監理団
体の許可に係る役員関係の欠格事由に該当する者であってはならない。

（３）外部監査人は、監理団体の各事業所について監査等の業務の遂行状況を３か月に１回以上確認。その結果を記載した書類を作成。

（４）外部監査人は、監理団体が行う実習実施者への監査に、監理団体の各事業所につき１年に１回以上同行して確認。その結果を記載
した書類を作成。

Ẇ

（１）外部役員は、過去３年以内に指定された講習を受講した者でなければならない。（講習については、経過措置として、平成３２年３月３１日まで適用なし）

（２）外部役員は、下記に該当する者であってはならない。

ᵑ ╩ ℮ ─ │∕─ ⇔ↄ│ ─
ᵒ ⌐ ╩ ∫√ ─ │ ─
ᵓ ᵑᵒ─ ─ │ ─
ᵔ ─ │ ─
ᵕ ─ ⅜ ∆╢ ─ ⌐ ╢ ╩ ╗ ⌐ ╢⁹
│∕─ │ ─
ᵖ ─ │∕─
ᵗ ─ ─
ᵘ ⌐ ⅞╩ ℮ ─ ─ │ ─
ᵙ ⌐ ⌐ ⇔≡ ╩ ∫√ ⌂≥⁸ ⌐╟╢ ─ ⅜ ↕╣╢⅔∕╣⅜№╢≤ ╘╠╣╢

βᵔᵗ⌐≈™≡⁸ ⌐ ╢ ─ ⌂ ─ ⌐ ∆╢ ⌂ ≤ ╩ ∆╢ ⌂ ─
⌐ ≠⅝ ⌐ ⌐ ⇔≡™╢ ┘ ⌐ ↕╣≡™╢ │ ≤⇔≡ ╘╠╣╢⁹

（３）外部役員は、監理団体の各事業所について監査等の業務の遂行状況を３か月に１回以上確認。その結果を記載した書類を作成。
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Ẇ ( 25 ể ệ )



ṕểṖ ︣ פּ כֿתּ צּ קּ ︡
וֹ ךּ כֿ

ṕỄṖ ︡ לּףּ ︣ ︡ ḭ ︡ כֿלּ

ṕễṖ פּ ︣ ךּ ḭ ︣ ḭ
ךּ ︡ ︡ḭ אל כֿ

ṕỆṖ ︡ ︡ ḭצּ ︡ קּ ḭלּ טּ כֿלּ

ṕệṖ ṇ ḭ ḭ ḭ פּ ︢ כֿ

ṕỈṖ ḭצּ ︣ ︡ ḭ כֿ ︣ ḭ
פּ ệ ︡ ךּ כֿךּ

ṕỉṖ ︣ כֿלּ

ṕỊṖ פּךּ ￼ḭ ︡ ︡ ḭ
︡ כֿךּ

ṕịṖ ךּ ḭ ︣ ︡ כֿךּ

ṕ10Ṗ ︡ ṕỊṖṕịṖ צּ ךּ כֿךּ פּ ︣ כֿ

ṕ11Ṗ ệ ḱ אל ךּ כֿךּ

ṕ12Ṗ ḭ תּ ︣ כֿ

Ẇ ( 2ễ Ễ )

送出し国の政府が、上記（１）～（１２）の確認を行い、適切な送出機関を認定する。

Ễ ︡
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℗ Ҍ‰ѺҬ  ҢҌ҅ѥ҇

Ẇ צּ פּ לּ כֿ

ךּ

Ẇ ḭקּ ḱ
Ḯלּ

Ẇ ︡ צּ ︡
︡ ︡ḭ ︡ צּ
︡ פּ וֹ Ḯ

Ẇ ḱ ︡ ḭ
ḭ ︡

︣ Ḯ

︡

Ẇ ḭקּ
Ḯלּ

ḱ ︡ לּףּ ︣
︣ כֿ

ḱ ︡ צּ קּ לּ
טּ כֿלּ

ḱ ḯ ︡ כֿךּ
ḱ ︣ ︡ כֿךּ

Ẇ ︡ קּ ḭ
︣ Ḯ

Ẇ פּ ךּ וֹ
קּ ḭ ךּ ︣ Ḯ ḭ

︣ Ḯ

Ẇ ךּ

ṕH29.6 Ṗḯ ṕH29.7 Ṗḯ ṕH29.10 Ṗḯ ṕH29.11 Ṗḯ
ṕH29.12 Ṗḯ ṕH29.12 Ṗḯ ṕH30.1 Ṗḯ ṕH30.2 Ṗḯ
ṇṕH30.4 Ṗḯ ṇ ṕH30.10 Ṗ, ṕH31.1 Ṗḯ ṕH31.2 Ṗḯ

ṕH31.3 Ṗ

Ḳ 13
ṕH31.3 Ṗ

19



(ể) ︣

─ ⇔─ ─ ─ ┘ ─

(Ễ) ︣

─ ─ ≢ ─ ⌐ ⇔≡ ↕∑╢↓≤─ ╩ ⇔≡ ∆
╢ ─ ─ (β) ─ ─ ⅛╠─ ⌂ ─ (β) ⌐ ╢

─ β ─ ⌐≈™≡ ≤─ ⌂ ─ β ─
⌂ ┘ ─ ╛ ╣ ─ ─ ─ ה ה

⅜ ─ ╩ ╘╢↓≤⌐≈™≡╛╗╩ ⌂™ ⅜№╢ ─ ─ (β)

─ ─ ꜠ⱬꜟ≢─ ╘ ⇔ ≤─ ╘─

(ễ) ︡ ︣ קּ

─ ─ ה ≤─ ─
⌐ ╢ ─ ⌂ ⌐≈™≡─ ⌂ (β) ┘ ─ ╩ ╢√╘─

(Ệ) ּק ︣

─ ╩ ╢═⅝ ─ ─ ⌐ ╢ ─ ה ⇔√ ─ ⅎ╢

(ệ) 

─ ⌂ ─ ≤─ ─ ≤─

Ẇ ︣ וֹ ṕךּ ỉ ể Ṗ
Ẇ בֿ ṕ ỉ Ễ Ṗ

ה ─ ⌂ ┘ ─ ⌐ ∆╢

ה ─ ⌂ ┘ ─ ╩ ╢√╘─ ⌐ ∆╢
ה ─ ⌂ ┘ ─ ⌐ ⇔ ∆═⅝
ה ─ ╩ ╢═⅝ ∕─ ─ ─ ⌐ ∆╢

β印は，衆・参法務委員会における附帯決議での指摘事項

͠ ͡℗ ҏ ҋ ∩Ҕ℗ ҏ Ҍ‰ѺҬ₁
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͠省令第10条第２項第３号ホについて͡

「本邦において従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験を有すること」については、日本において行おうとする技能実習において
中心的に修得等をしようとする技能等について送出国で業務として従事した経験を有することを求めるものです。ただし、送出国で業務として従事してい
た業務の名称が形式的に同一であることまでを求めるものではありません。

本邦において従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験を有すること

ṕ10 Ễ ễ Ṗ

以下①から③までの場合が該当します。

① 教育機関において同種の業務に関連する教育課程を修了している場合（修了見込みの場合も含む。）

教育機関の形態は問いませんが、教育を受けた期間については６か月以上又は３２０時間以上であることが必要です。この場合、以下の資料を全て提
出することが必要となります。

・ 教育機関の概要を明らかにする書類（同種の業務に関連する分野の教育を行っていることが分かる書類に限る。）
・ 技能実習生が当該教育機関において関連する教育課程を修了したことを証明する書類（修了見込みの証明も含む。）

② 技能実習生が技能実習を行う必要性を具体的に説明でき、かつ、技能実習を行うために必要な最低限の訓練を受けている場合
当該技能実習を行う必要性を具体的に説明できる場合とは、

・ 家業を継ぐことになり、当該分野の技能実習を行う必要性が生じた場合
・ 本国で急成長している分野での就業を希望し、そのために当該分野での技能実習を行う必要性が生じた場合

などをいいます。この場合は、技能実習生に技能実習を行う必要性について具体的に記載させた理由書を提出することが必要となります。
また、技能実習を行うために必要な最低限の訓練としては、２か月以上の期間かつ320時間以上の課程を有し、そのうち１か月以上の期間かつ160時

間以上の課程が入国前講習であること、１か月以上の期間かつ160時間以上の課程（実技・座学の別を問わない）が技能実習の職種に関連することが
必要です。

③ 実習実施者又は監理団体と送出国との間の技術協力上特に必要があると認められる場合

実習実施者や監理団体と送出国の公的機関との間で技能実習制度を活用して人材育成を行う旨の協定等に基づき、技能実習を行わせると認められる
場合です。この場合、実習実施者や監理団体と送出国の公的機関との間の技術協力上の必要性を立証する資料を提出することが必要になります。

団体監理型技能実習に従事することを必要とする特別な事情があること

21



３．新制度における手続き・窓口について

22



℗ ὲҏתּ

ὕ ǲḨǬǔƲ ὕ ș֞ǘЊȓȒǦȈǲǶƲ ὕ ǛǯǲƼ ὕ ƽș̸ ǞƲǤǵ

ὕ Ǔ ►ǮǉȒ ƲẆᶮ˲ ὕ ǵ ὑș֞ǘȒǚǯǓⱳ Ƴ

ὕ ǵ ὑ

ὕ ǵ֞Њȓ◐ Ƕ ̔ Ӵ Ḍ֗Ǻᶧ̱ Ḍ ǉȒȂǒƲǤǵ◐ Ǜǯǵ ֵƲ ֵ֕Ƕ
ֵǵ ὕ ǵӢѝǲꜘǟǭƲǤǵ ↓Ʋ ὕ ș ȖǢȏǍǯǠȒ Ǔ ș̸ Ƴ

ɵ ᶧ̱ ḌǵḹֻƲ ᶧ̱ ǉȐǒǟȈ ǲᾍǞǭ ǵʣƲ ᶧ̱ǵ ֯ș֞ǘȒⱳ ǉȑ ǵ ᾚǲḨǬǋǭ ș̸ Ƴ
ɵ ǒȐ ὕ ǵ ὑș֞ǘǦ♥ǶƲѩ Ʋ᷂ Њᶮ ᾯǲǑǋǭ ὕ ǵЊᶮɵ᷀ ǲ͜Ȓ Ǔⱳ Ƴ

ὕ ǵ

ɵⱳ

ϼ
ǵ֞ ǶƲ ǵ̮ ᷂ș ǠȒ ǵ᷂ ˗ҵ ɵ ǲǑǋǭ ǍƳ
Ħ ₨Ʋְ̃Ʋ ˬƲ Ʋ Ʋ֦׀ᾶƲὰῇƲẎ ƲⅎῬƲ Ʋ ῇƲ ῎Ʋ

ǲȏȒ ǵȂǒƲ Ǔ᷂ ˗ҵ ɵ ǲ ֓Ǟǭ Ǎ ǓǉȒƳ
ǵḹֻƲԍѸǯǞǭ Ħ Ǯǵ ̂șǑ ǋǞȅǠƳ
Ħ ᾍ ǮᾴǔƲǒǫƲ֞ ӽ֕Ƕ֞ ǵ ǵ ș׀ ǋƲǒǫƲƼͬ ƽș ȒǚǯǓǮǔȒ ╛

᷂ ˗ҵ ɵ ǲǭ ̂ǠȒȂǒƲ ǵəɶɞɘɶȶǒȐȾȤɱɫɶɇǓ֯ Ƴ

ⱳ ֺ ǲǑǘȒⱳ Ǳ ̂ ǲǫǋǭǶƲ ǵəɶɞɘɶȶǲǭ К ȆƳ
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‘ ҏ╕Ὀ

ὕ ǲḨǬǔƲᶧ̱ ḌǮ ὕ ș֞ǘЊȓȒ ὕ ǯὕ ὕ ǵ Ấ ǵ ǵǉǪǢ

Țș ǍǚǯșדȇƳ ǦȈǲǶƲȅǡǶƲʺҵẎ ǒȐ ᶧ̱ǵ ֯ș֞ǘȒǚǯǓⱳ Ƴ
ᶧ̱ǵ ֯ǵǦȈǵ˗ҵǶƲẆᶮ˲ ὕ Ǔ ǍƳ

ᶧ̱ǵ ֯

Ӣѝ ǮǔȒ ὕ ֯ǵ ҧ

ὑ ˗ ὕ ֵƲ ὕ ֵ ₴֕Ƕ ₴Ħ

ʝ ˗ ὕ ֵƲ ὕ ֵ ὕ ֵ ₴֕Ƕ ₴Ħ

ᶧ̱ǵ ֯ǲǶƲ ǵ˘ǫǵ˗ ӢѝǓǉȒƳ
ǰǵ ȅǮǵ ὕ ǵ ˗ ș Ǎǵǒș ǵʣƲ ֯ ș ǍǚǯǓⱳ Ƴ

ᶧ̱ǵ ֯ǵӢѝ

ĦѼᶥ ֯ Кǲ ᵎᴁ̉ȋ ҵα ᴁ̉ș֞ǘǭǋǱǋḹֻ

ɵⱳ

ϼ ǵ֞ ǶƲ ᶧ̱ǲǱȔǍǯǠȒ Ǔǰǚǲ ᷀ǞǭǋǭȉƲ ǵ ˗ҵ ǲǑǋǭ ǍƳ

ǲȏȒ ǵȂǒƲ Ǔ ˗ҵ ǲ ֓Ǟǭ Ǎ ǓǉȒƳ
ǵḹֻƲԍѸǯǞǭ Ħ Ǯǵ ̂șǑ ǋǞȅǠƳ
Ħ ᾍ ǮᾴǔƲǒǫƲ֞ ӽ֕Ƕ֞ ǵ ǵ ș׀ ǋƲǒǫƲƼͬ ƽș ȒǚǯǓǮǔȒ ╛

˗ҵ ǲǭ ̂ǠȒȂǒƲ ǵəɶɞɘɶȶǒȐȾȤɱɫɶɇǓ֯ Ƴ

ⱳ ֺ ǲǑǘȒⱳ Ǳ ̂ ǲǫǋǭǶƲ ǵəɶɞɘɶȶ֓ Ƴ
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̼ ╕

ǵ ̂ ϼ

ὕ ὑǵ

ὕ ǵẀ ὑǵ
ȉֿǟƳ

̏ǲǫǔ
Л

֥↔ Ħ

ᶧ̱ ֯ǵ

֯Ẁ ǵ
ȉֿǟƳ

Ḩ ̏ǲǫǔ
Л

֛Њӽ Ħ ᶮ
қ ˗ Ǔ ̊ʣǵḹֻ

Л¥ ˗

Ḩ ̏ǲǫǔ
ʠ Л

֥↔ Ħ
қ ˗ Ǔ ̊ʣǵḹֻ
ʠ Л¥ ˗

֯ ҧ
ǵ

Л¥˗ ֛Њӽ Ħ ᶮ

ʠ Л¥˗ ֥↔ Ħ

ǵ ̂ ϼ

ᶧ̱ ֯ǵ

֯Ẁ ǵ
Ħʝ ˗ ǿǵӢѝẀ ǵȆ

֯ ̏ǲǫǔ
ʠ Л

̂ Ħ ᶮ

Ё
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Ħ ǲǫǋǭǶƲ əɶɞɘɶȶ֓

Ħ ǲǫǋǭǶƲ əɶɞɘɶȶ֓



主務大臣（法務大臣，厚生労働大臣）

監事
（２人以内）

（主務大臣が任命）

○技能実習計画の認定
○監理団体の許可に関する調査
○実習実施者の届出の受理
○実習実施者・監理団体に対する報告

徴収，実地検査等
・監理団体（約2千4百団体）への実地検

査を年１回実施
・実習実施者（約4万8千社）への実地検

査を実施（3年間で全数を網羅）
○技能実習に関する各種報告（監理団体

からの監査報告，技能実習実施困難時
の報告，実習実施者からの実施状況報
告等）の受理

○技能実習生の相談対応・援助・保護
○技能実習に関する調査・研究

所掌事務

ᾚ ℗ ₡ ҏ ҉

事務の委任，
監督

本部事務所 Tel.03-6712-1523（代表）
（港南オフィス）東京都港区港南1- 6- 31 品川東急ビル８階
（海岸オフィス）東京都港区海岸3- 9- 15 LOOP- X３階（技能実習部）

地方事務所

報告

組織形態

○ 認可法人（発起人が設立を発起し、
主務大臣が設立を認可）

監理団体部

国際部

総務部

技能実習部

理事長
（主務大臣が任命）

理事
（３人以内）

（理事長が主務大臣の
認可を受けて任命）

全国１３か所（本所８か所・支所５か所）

26



׀ ᷂᷀ɵ ϼ ►᷂Ӣ

₨˗ҵ
ǂ060 - 0034 Ӕ ₨⁸ʴẔӢӔ4 2 8 2              
ɜɩȢɆӔ4 ɑɩ5 Tel.011 - 596 - 6470

Ӕ

ְ̃˗ҵ
ǂ980 - 0811 ὟḜ ְ̃⁸ Ӣʝ 2 4 1
ְ̃ ᴇɑɩ12 Tel.022 - 399 - 6326

Ʋῑ ƲὟḜ Ʋ Ʋ
ῇ◐ Ʋ Ῥ

ˬ˗ҵ
ǂ108 - 8203 ˬ Ӣ ӳ1 6 31 
ᴜ′ ɑɩ8ל Tel.03 - 6433 - 9211

Ʋ Ʋḩ Ʋӧ Ʋ
ˬ Ʋ ẞ′ Ʋῇ

ǂ310 - 0062 Ḝ ⁸Ẏ 1 2 40
ᴁ ɑɩ3 Tel.029 - 350 - 8852

Ḝ

ǂ380 - 0825 ⁸ӳ ⅎ 1361
Ɉȩȶɜ̝ ɑɩ6 Tel.026 - 217 - 3556

Ʋ

ᾶ˗ҵ֦׀
ǂ460 - ᾶ⁸ʴӢ֦׀ 0008 4 15 32
┴ɵ̮ ɑɩ5 Tel.052 - 684 - 8402

Ή Ʋ ῎ Ʋ Ʋʢ

ὰῇ
ǂ930 - 0004 ὰῇ ὰῇ⁸ ȑ5 13
ὰῇ ɑɩ12 Tel.076 - 471 - 8564

ὰῇ Ʋ ′ Ʋ ˝

Ẏ ˗ҵ
ǂ541 - 0043 Ẏ ↑Ẏ ⁸ʴẔӢ 4 2 16
Ẏ ᴁ 3 Tel.06 - 6210 - 3351

Ʋˬ ↑ƲẎ ↑ƲГ↕ Ʋ
ẞ Ʋᴇ ῇ

ⅎῬ˗ҵ
ǂ730 - 0051 ⅎῬ ⅎῬ⁸ʴӢẎ 3 1 9
ḜⅎῬȳɱȯȢɑɩ3 Tel.082 - 207 - 3123

֝ ƲῬ Ʋ῎ῇ ƲⅎῬ Ʋ
ῇ֥

˗ҵ
ǂ760 - 0023 ′ ⁸ᾎ 2 2 10 

ᾎ ɕɧȢɞɑɩ7 Tel.087 - 802 - 5850
ⱩῬ Ʋ ′

ῇ
ǂ790 - 0003 ἃ ῇ⁸ʢ 7 1 21
ȶɔɧɩȽ ᴁ ῇɑɩ2 Tel.089 - 909 - 4110

ἃ Ʋ

῎˗ҵ
ǂ812 - 0029 ῎ ῎⁸ӵẉӢ֦ 1 1 
Ѡ› ɑɩ7 Tel.092 - 710 - 4070

῎ Ʋ̯ Ʋ ῴ ƲẎѝ Ʋ

ǂ860 - 0806 ⁸ʴẔӢ 1 7 
MY ɑɩ2 Tel.096 - 223 - 5372

ƲὟῴ Ʋ ЃῬ

地方事務所 全国１３か所（本所８か所・支所５か所）

ᾚ ℗ ₡ ҏ
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ᾰ ҏ

ɵḸף ǵ
֥

᷂ їЊᶮ᷀ ᾯ Ẇᶮ˲ ὕ

ʣ ɵ᷀ ֯
᷀ ὑ Ʋ᷀ Ẁ Ʋ᷀

Ʒ ¥

᷀ ȩɶɇǲ ǠȒᾴї
ι ǵᾴїǱǰ

Ʒ ¥

ὕ ǲ ǠȒֺ ǵḸףɵᾴї
ḸףƲ ὕ ὕ ᶩ ᾴїǱǰ

¥ Ʒ

ὕ ǲ͜Ȓ
ὑƲẀ Ǳǰ

¥ Ʒ

ᶧ̱ǲ͜Ȓ
֯Ʋ ҧ ƲӢѝẀ Ǳǰ

¥ Ʒ

Ѱ↓
ƨ ὕ ǲᶭ ǵ˗ ǶƲẆᶮ˲ ὕ
ƨ᷀ ȋ᷀ ȩɶɇǱǰẆᶮ˲ǵ᷀ ǲ ǠȒ˗ ǶƲ᷂ їЊᶮ᷀ ᾯ

Ѱ↓
ὕ ǲ ǠȒ˗ ǶƲЋǭƲ᷂ їЊᶮ᷀ ᾯ
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４．その他
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ẒҌ ѺҬ ҏ ҭ

○ 技能実習の適正な実施を妨げるものである場合
Ҝ 不正行為終了日後，欠格期間（１～５年間）を

経過し，かつ，改善措置が講じられるまでは，
新規受入れ不可（現にいる技能実習生は転籍
させるよう指導）。

○ 技能実習の適正な実施を妨げるものではない場合
Ҝ 再発防止に必要な改善措置を講じ，適正化された

と判断されるまで，新規受入れ不可。

○ 不正の態様や程度がごく軽微な場合
Ҝ 再発防止について注意喚起。

受入れ停止

改善指導

注意喚起

30

○ 重大な許可・認定基準違反，法令違反等が
あれば，取消し。

○ 出入国・労働関係法令（技能実習法を含む。）
違反があれば，期限を定めて改善を命令。

許可・認定の取消し（法１６条１項，３７条１項）

改善命令（法１５条１項，３６条１項）

業務停止命令（法３７条３項・監理団体のみ）

地
方

出
入
国
在
留
管
理
局

機
構
／
主
務
大
臣
等

主
務
大
臣
等

β業務停止命令・改善命令に違反した場合の罰則あり

○ 許可基準違反や法令違反に対し，期間を
定めて業務停止を命令（同時に改善命令も可。）

事
業
者
名
等
を
公
表

件
数
等
を
公
表

〔端緒〕
・ 定期的な実地検査
・ 技能実習生からの相談・申告
Ҝ検査権限を持つ機構に相談・申告窓口を設置

申告を理由とする不利益取扱いの禁止（罰則あり）
・ 労働基準監督機関，地方入管局等からの通報 など

実態調査

〔端緒〕
・ 技能実習生からの相談
・ 労働基準監督機関からの通報
・ 在留資格変更・在留期間更新の申請書類
・ ＪＩＴＣＯの母国語相談など

実地検査等



├ ҏ Ẓ ҏ ҈ҏ Ṱѥ

31

Ѽ♥ǲǒǒȖȐǡƲ Ѱ↓ǵʥ Ħ ǶƲ ὕ ʣǵ
˗ ǲ ►ǞƲ Ѱ↓ǲǑǋǭȉ ὕ ǵ֞ЊȓǶ ȈȐȓ

ǱǋƳ

Ħ ʥ ὕ ǵ Ǳὕ șỉǙȒȉǵǯǞǭ֞Њȓα ș ǜȓǦȉ
ǵǲ Ȓ ș ǪǦḹֻƲ֞Њȓα ș ǞǭǋǱǋȉǵǓᾍ

Ħ ̊♥ǲ Ѱ↓ǵ ș֞ǘȒ ὕ ǵ֞ЊȓǲǑǘȒʥ ǲǫǋǭ
ǶƲ᷂ їЊᶮ᷀ ᾯǓ╠ǔ ǔ ș ǍƳ

֓ ὕ ʣǵ ˗
ὕ ǵ ὑ

Ƽ ὑǵ ǵ Ѽ ₴̊КǲїЊᶮ֕Ƕҥϐǲ ǠȒ ̉ǲ Ǟʥ ֕Ƕ Ǟ
ǖʥ►Ǳ ƽșǞǦǯǔ ֵ

ᶧ̱ǵ ֯
Ƽ ֯ǵ ǵ Ѽ ₴̊КǲїЊᶮ֕Ƕҥϐǲ ǠȒ ̉ǲ Ǟʥ ֕Ƕ Ǟ
ǖʥ►Ǳ ƽșǞǦǯǔ ֵ



℗ Ҍ ѺҬ ἇ̼

罰則 監理団体 実習実施者

１年以上

１０年以下
の懲役
又は

２０万円以
上３００万
円以下の
罰金

① 暴行、脅迫、監禁その他
精神又は身体の 自由を不当
に拘束する手段によって技能
実習を強制する行為（46条）

労働基準法に
同様の規定

あり
（5条）

６月以下の
懲役 又は

３０万円以
下の罰金

② 違約金等を定める行為（47
条1項）

③ 貯蓄金を管理する契約を
締結する行為（47条2項）

労働基準法に
同様の規定

あり
（16条・18条

1項）

④ 旅券等を保管する行為（48条1項）

⑤ 私生活の自由を不当に制限する行為（48条
2項）

⑥ 法違反事実を主務大臣に申告したことを
理由とする技能実習生に対する不利益取扱い
（49条2項）

２ 罰則の整備１ 相談・支援体制の整備

（１）母国語による通報・相談窓口の整備等（３３頁）

（２）実習先変更支援体制の構築（３４～３５頁）

（３）実習生への一時宿泊先の提供（３６頁）

（４）実習生への技能検定等の受検手続支援（３７頁）
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ṡ Ṣ ︡ ḭ ḭ ṇ Ḯ
ḭ ḱ ךּףּ ḭ ṕ 9:00 Ṍ17:00 Ṗ Ḯ

ẑ
URL

ḭ ḭ
11:00 Ṍ19:00

0120 -250 -168
http s://www.support.otit.go.jp/ soudan/ vi/

ḭ ḭ
11:00 Ṍ19:00

0120 -250 -169
http s://www.support.otit.go.jp/ soudan/ cn /

ḭ
11:00 Ṍ19:00

0120 -250 -192
http s://www.support.otit.go.jp/ soudan/ id/

ḭ
11:00 Ṍ19:00

0120 -250 -197
http s://www.support.otit.go.jp/ soudan/ phi/

ḭ
11:00 Ṍ19:00

0120ԃ250ԃ147
http s://www.support.otit.go.jp/ soudan/ en /

ḭ
11:00 Ṍ19:00

0120ԃ250ԃ198
https://www.support.otit.go.jp/soudan/th/

11:00 Ṍ19:00
0120ԃ250ԃ366

https://www.support.otit.go.jp/soudan/kh/

ṇ
11:00 Ṍ19:00

0120ԃ250ԃ302
https://www.support.otit.go.jp/soudan/mm/

טּ ḭ ḭ ṇ ḭ ḭ8 ḱ צּ Ḯ ṇ
Ḯ
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ṕ Ṗ ệể ể
ḭ 51 1 ךּףּ ṡ ṕ 18 ṖṢ ṡ

ḱ ṕ 19 ṖṢ ︡ לּ ︣ ḭ צּ
︢ ḭ ︡ כֿ צּ וֹ ךּ Ḯ

לּ
ṡ וֹ Ṣṕhttps : //www .support .otit .go .jp/kanri/ Ṗ Ḯ

ṕ לּ Ṗ

Ẇ ︡ ךּ ḭצּ ︣ ḭ צּ
︣Ḯ ḭṡ וֹ Ṣ פֿ שּ Ḯךּאל

Ẇ ḭ ︡ ךּ ḭ ︡ שּ Ḯךּאל
Ẇ ︡ וֹ ךּ ḭ ︡ נּ ṇ טּצּ ︣ ḭ
￼ ṕ ḱ Ṗ ḭֿפ שּ Ḯךּאל
ẑ ỂễṨỈỉểỄṨểịễỊṕ Ṗ

ṕ צּ וֹ ךּ וֹ Ṗ

Ẇ ḭ ךּ צּ וֹ ךּ וֹ ︡ ףּ
︣Ḯֿפ ḭֿפ ךּ וֹ ḭ ḭ ṕ ḱ Ṗ פֿ שּ Ḯךּאל

ףּ ךּ

︡ ךּףּ צּ ḭּפ ḭ צּ
︣ ḭ צּ קּ Ḯ

ḭ צּ ︣
︡שּ ףּ קּ ךּ ḭ צּ ︣

Ḯלּ
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ṕ פּ וֹ Ṗ

Ẇ נּ בֿטּ שּ Ḯךּאל
ḭףּ ṕ Ṗ ṡ ḱ Ṣ אל ךּ ︣Ḯ

ṕ ︣ Ṗ

Ẇ ḭ וֹ ךּ וֹ ṕ Ṗ ︡ ףּ
︣Ḯ ḭ ︣ ḭ פּ ︡ ךּ שּ טּצּ ︣Ḯ
ḭṡ Ễ פּ ễ ︣ וֹ Ṣ פֿ שּ Ḯךּאל

Ẇ ︣ ḭ ︡ ךּ ḭ ḭנּ
︡ שּ Ḯךּאל

Ẇֿפ טּצּ ︡ ḭ פֿ שּ Ḯךּאל
ṕ ḱ Ṗ

ỂễṨỈỉểỄṨểịễỊṕ Ṗ

ףּ ךּ

ễ ︣ ︣
ṡ Ễ פּ ễ ︣ וֹ Ṣ
ṕhttps://www.support.otit.go.jp/jisshu/ Ṗ Ḯ

Ễ פּ ễ ḭ ễ
︣ כֿ צּ קּ Ḯ
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פּ וֹ כֿ ︡ḭ צּ
צּ ︣ קּ ḭךּ ︣ כֿ צּ ךּ ḭ ︡

Ḯלּ

︣

Ẇ ṕ ḱ Ṗ
ḱ ḭ
ḱ

Ẇ
ḱ ḭ ḱ צּ ︣
ḱ וֹ צּ ︡ ḭ ḭקּ

Ẇ וֹףּ
ḱ אל Ḯ
ḱ וֹ צּ ḭ וֹ Ḯṕ צּ Ṗ
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Ẇể ︣ ḭ Ỉּפ Ḯ

ẆỄ ễ ︣ ḭ ểỄּפ Ḯ

Ẇ ︣ ḭ ︡ ṇ Ḯ

Ẇ ︣ ךּ צּ Ḯ

ẑּף ךּ ỂễṨỈỉểỄṨểịỉỆ

ḭצּ ךּףּ ḭ ︡ḭ
קּ ḭלּ ךּףּ ḭ ṕ

Ṗּפ ḭקּ ḭ
בֿ כֿשּךּ ︡ ךּ Ḯ


